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Abstract

Inanabuseanddependencycasein2008,itwasdisputedwhetherajuvenilecourtcouldorder

parentswhoinsistedonhomeschoolingtolettheirchildrenattendschool.TheCourtofAppeal

oftheStateofCaliforniadecidedthatthejuvenilecourtshouldissuetheorderstatingthat

homeschoolingwasnotpermittedbystatestatute.However,attherehearinginthesameyear,

thecourtjudgedthathomeschoolingisallowedasattendingaprivateschoolprovidedforinthe

statute,butthatlawfulhomeschoolingisneverthelesssupersededbyjuvenilecourtordersfor

schoolattendanceinchilddependencycases.

IntheUnitedStatesofAmerica,compulsoryschoolattendanceanditsexemptionsaresetforthin

thestatutesofeachstateandtheseareinterpretedincourtcases.TheCourtofAppealofthe

StateofCaliforniahadruledin1953andin1961thathomeschoolingwasnotpermitted.Although

thelegalbasisforhomeschoolingisvague,moreandmoreparentsteachtheirchildrenintheir

homes,andthegovernmentseemstohavebeeninterpretingthisasalegalpractice.Therehearing

caseintheAppellateCourtin2008,whichcitedtheintentionofthelegislatureintheamendment

ofthestatutein1998,wasthefirstjudgmenttorecognizethelegalityofhomeschoolingin

California.

ThispaperintroducesthecaseandplacesitinthecontextofthesocialsystemintheUS.This

casealsoraisestheissuethatinappropriatehomeschoolingmaynotbeinthebestinterestsof

children,andsometimesmayevenviolatetheirrights.IntheUS,homeschoolinghasprevailed

owingtotheviewpointthatparentshavearighttodeterminetheeducationoftheirchildren,as

opposedtothepowerofthestatestoformitsowncompulsoryeducationsystem.Insomecases,

however,attendingschoolmaybedeemedmoreproperthanhomeschooling.Parttimeschoolingof

homeschooledchildrenisacaseinpoint.Itmaybetimetoconsiderwaysofdealingwithimproper

orunjustifiableincidencesofhomeschooling.

は じめに

米国では、公 立学校 にも私立学校 に も通 わず、自宅で親 か ら教育を受 ける子 どもが急増 してい る。

連邦教育省の推計では、1999年 には85万 人(K-12の 子 どもの1.7%)、2003年 には109万6千 人(同
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2.2%)、2007年 に は150万8千 人(同2.9%)に も上 っ てお り(1)、あ る研 究者 は2007-2008年 度 で200

万～250万 人 と推 計 して い る(2)。す べ ての州 にお い て 制 定法 に よっ て ホー ム ス クー リン グが認 め られ

てい る とされ(3)、 現 在 で は、 ホ ー ム ス クー リング を受 けて い る了 ども に公 立学 校 の課 外 活 動 へ の 参

加 や 理 科 の 実験 な どへ のパ0ト タイ ム就 学(4)を 認 め る こ とや 、 チ ャ0タ0ス クー ル 制度 を活 用 す る

こ とに よ る公 的 支援 制 度(5)に 論 点 は移 っ てい る。

この よ うな 中、2008年2.月28日 にカ リフォル ニ ア州 の控 訴 裁判 所(CourtofAppea1)(6)は 、ホ0ム

ス クー リン グ は州 法 上認 め られ て い ない と して 、就 学命 令 の発 出 を指 示 す る判 決 を下 した(レ イ チ

ェル ・L事 件 、InreRachelL.,160CaLApp.4th624)(7)。 この事 件 は児 童 虐 待 家庭 に係 る もの で あ り、

当該 家 庭 に つ い て の 結 論 は妥 当 で あ っ た と思 われ るが 、 州 内で 約16万6千 人(K-12の 子 ど もの約

2.5%)の 子 ど もが受 けて い る との推 計(8)も あ る ホー ム ス クー リング が、全 て認 め られ な くな る可 能

性 が生 じた こ とか ら、大 きな 波紋 を起 こす こ とにな っ た。 そ の た め もあ って で あ ろ うか 、控 訴裁 判

所 は同年3月25日 に再 審 請 求 を認 めた 。 同年8月8日 に 同裁 判所 は 、 ホー ム ス クー リング は合 法 で

あ るが 、子 どもの安 全 が脅 か され るお そ れ の あ る場合 は そ の限 りで な く、就 学命 令 は認 め られ る と

い う趣 旨の判 決 を改 め て下 した(ジ ョナサ ン ・L対 上級 裁 判 所 事件 、JonathanLv.SuperiorCourt,165

CaLApp.4th1074)(9)。

本件 は カ リフォル ニ ア州 で ホ ー ム ス ク0リ ン グ を初 め て認 め る と と ともに 、子 どもの保 護 事 件 に

お け る就 学 命 令 とホ ー ム ス クー リン グ との 関係 につ い て判 示 した リー デ ィ ング ケー ス で あ る。 米 国

の就 学義 務 制 度 を理 解 す る上 で参 考 にな る事 例 で あ る と思 われ るの で、 関連 す る諸 制度 とあ わせ て

紹 介 す る こ と と した い。

1.児 童 虐待への対応 と しての就学命令

(1)児 童 の虐待及び放置通告法

米国では、1974年に連邦法 「児童虐待の防止及び対処措置法」(ChildAbusePreventionandTreatment

Act)が 制定 され た。この法律 は、各州が様 々な形で取 り組 んで きた児童虐待の防止及び対処 に関わ

る諸施策 を全米 レベル で効果ある もの とす るため、連邦政府 の州政府 に対す る補助金 の要件 として、

児童虐待 が疑 われ るすべ てのケースについて通告 を義務付 け、調査 ・対処す るシステムを構築す る

こと等を求 めるものである。

カ リフォル ニア州 の場合、1963年 に最初 の児童虐待通告法が制定 され、その後数多 くの改正が行

われ、現在 は 「児童 の虐待及び放置通告法」(ChildAbuseandNeglectReportingLaw)が 、刑事法典

(PenalCode)第11164条 ～11174.3条 として定め られている(10)。当初 は医者 だけだった通告義務者

は、現在 は教員 をは じめ とす る教育 関係者 、福祉関係者 、医療保健 関係者 、警察 関係者 な ど子 ども

と接す る仕 事に携 わ る者 な どとなってい る(第11165.7条)。 通告が あった場合 、郡児童福祉 部局

(countychildwelfareagency)は 調査 を行い、児童の保護が必要 と考 え られ た場合、未成年裁判所 に

保護の 申立てを し、その決定や命令 を得て さま ざまな対処 を行 う。

(2)未 成 年裁 判 所 の保 護 と就 学命 令

未 成年 裁 判 所(11)(juvenilecourt)は 、 非行 や そ の お それ が あ る子 どもだ けで な く、親 か ら虐 待 さ

れ てい る子 どもな ど、監 督 や保 護 を要 す る子 ども を扱 っ てい る。 カ リフォル ニ ア州 の未 成 年 裁 判 所

法(JuvenileCourtLaw)は 、 「福 祉 ・施設 法典 」(WelfareandInstitutionsCode)の 第200条 か ら第987
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条 である。同法典第300条 は、親 か ら虐待 を受 けてい るな どの条件 に該 当す る18歳 未満のすべ ての者

は、未成年裁判所 の管轄(jurisdiction)の下にあ り、未成年裁判所はその者 を保護児童(dependentchild)

であると宣言す ることができると規定 している。

未成年裁判所は、保護 を宣言 した子 どもについて親 と分離(removal)す るか ど うかを決定す る。

分離す る場合その期 間は原則12月 、延長6月 で、6か 月 ごとに未成年裁判所 は審 問(hearing)を 行

う。最長 で18か 月の問、子 どもを親元に戻す家族 再統合(reunification)が 目指 され るが、それが不

可能な場合 は親権の終 了が命 じられ、養 子縁組(adoption)な どの措置が講 じられ る。児童虐待 に

対す るこのよ うな手続 は、何度 かにわた る連邦法の制定 ・改正に よって全国的に整備 され てきた も

のである(12)。親子 を分離 しない場合 は、子 どもが成年(18歳)に 達す るまで、未成年裁判所 の保護

が継続す ることもあ る。

また未成年裁判所 は、保護児童 の世話や監護 あるいは教育や医療 な どに関 して、子 どもの最善の

利益(bestinterestsofthechild)(13)の ために必要かつ適切 と考 え られ るあ らゆる命令 を発す ること

ができる(第245.5条)。 子 どもの教育 に関 しては、未成年裁判所 は保護 に必要な範囲において、子

どもの教 育を決定する親 の権利 な どを制限す る権限 を有 し(第361条(a))、 子 どもが定期 的に学校に

通 うよ うにす るためにあ らゆる合理的な命令 を親 に発す るこ とができる(第362条(d))。

(3)日 米の相違

わが国の 「児童虐待の防止等 に関す る法律」は2000年 に制定 され 、その後 も改正 が行われ てい る。

また、親の意 に反す る場合 に家庭裁判所 の承認 を得 て行 う親子分離の措置(児 童福祉 法第28条)や 、

親権の停止 ・喪失(民 法第834条)の 制度 もあ り、わが国の制度 は米国に近づいている。

しか し、米 国では一 時保護 の段 階か ら未成年裁判所 が関与す ることや、親子分離は最長 でも18か

月以内で結論 を出すな ど期限を区切 った解決 を促 している点が異なる。また、裁判所が積極的 に就

学命令の よ うな作為 を命ず ることは 日本では行 われてお らず、 日米 を比較 した場合の裁判所 の大 き

な相違の一つ である。

なお、わが国では、児童虐待 防止法第2条 第3号 の放置(ネ グレク ト)に は、了 どもの意思 に反

して登校 させ ない ことが含まれる㈹ 。米国の場合 は、21州 がネ グ レク トの定義 に明文 で、教育 を怠

るこ と(failuretoeducate)を 含 めてい るが、カ リフォル ニア州には この よ うな規定はない(15)。

2.事 件の概要

(1)保 護 の 申立 て

ロサ ンゼ ル ス郡 リン ウ ッ ド(Lynwood)市 に住 む 、8人 の子 ども を持 つ フ ィ リップ ・L(PhilipL.)

は、 子 ど もが 自分 の意 に沿 わ な い行 動 をす る と激 しい体 罰 を繰 り返 す な ど してお り、1987年 以 降4

度 にわ た っ て郡 の児 童 福 祉 部 局 が介 入 し、未 成 年裁 判 所 に対 して子 どもの保 護 申立 て が な され た。

また フ ィ リップは 、子 どもた ち を8人 とも学校 へ 通 わせ てい な か っ た。

本 事案 は5度 目の保 護 事 件 で あ る。家 出 を して い た6番 目の子 で 当時14歳 の レイ チ ェル(Rache1)

が2006年1A26日 に 警 察 に保 護 を 求 め た こ とに 端 を発 す る。 レイ チ ェル を 一 時 保 護(temporary

custody)し た ロサ ンゼ ル ス郡 児 童 家 庭 局(LosAngelesCountyDepartmentofChildrenandFamily

Services)は 、1A31日 に未 成 年裁 判 所 で あ る ロサ ンゼル ス郡 上 級裁 判 所 に対 し、福祉 ・施 設 法 典 第

300条 の保 護 の 申立 て(petition)を した(16)。未 成 年 裁 判 所 は最 初 の審 問(initialhearing)(17)で レイ
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チェルの一 時保護 の継続 を認 めた。彼 女の保護 は姉の家 に一時委託(temporaryplacement)さ れた。

2月2日 には、末か ら2番 目で 当時8歳 のジ ョナサ ンと末子で6歳 のメア リ0・ グ レースにつ いて も

虐待等を受 けるおそれ か ら、保護 の申立てがな された。

郡児童家庭局 による調査 を経 て、2件 の 申立は1本 化 され、3月1日 に未成年裁判所 に対 して具

体的処分を求 める修正 申立てがな された。 同 日と4月6日 に審判前協議(pretrialconference)が 開

かれたが、両親は非協力的な態度 を とり続 けた。

(2)保 護の決定

2006年5.月18、19日 と6,月5日 に審判(adjudicationhearing)が 行われ、6.月5日 に未成年裁判所

は レイチ ェル、 ジ ョナサン、メア リー ・グ レースの3人 の子 どもについて、福祉 ・施設 法典第300

条 の保護 を宣言す る決定(adjudication)を した。認 め られた保護事 由(18)は、①父親の故意 による レ

イチ ェル に対す る深刻 な身体的危害 と3人 の了 どもに対す るそのおそれ、②父親 の行為か らの母親

の監護 怠慢 な どによる レイチェル に対す る深刻 な身体的危害 と3人 の子 どもに対す るそのおそれ、

③ 両親 が知 り得 たに もかかわ らず 防がなかった レイチ ェル に対す る性 的虐 待(19)と3人 の子 どもに

対す るそのおそれ、な どであった。 しか し、④学校に通 わせて もらえなかった ことによるレイチ ェ

ル の深刻 な精神的被 害な どについては認 め られ なかった。

レイチェル については、親子 を分離す る処分(disposition)が 行 われ 、正式に姉 の家で養護 を受 け

る(20)とともに、郡児童家庭局のカ ウンセ リングを受 けることとなった。学校 に行 きたかった レイチ

ェルは、姉 の家か ら学校 に通った。 ジ ョナサン とメア リー ・グ レースについては、親 子を分離す る

処分は行 われず、在宅 で郡児童家庭局のカ ウンセ ラーの訪 問な どが行 われ ることとなった。 両親に

対 しては、カ ウンセ リングや親学講座(parentingclass)を 受 けることが命 じられた。 ジ ョナサン と

メア リー ・グ レースの教育 に関 しては、適切 なホームスクール を行 うこ とと、 リンウッ ド統合学区

の調査 と同意 を受ける ことが命 じられた。 また、 中等学校段階で子 どもたちが公立学校へ の通学 を

希望すれば就学 させ る ことが命 じられた。

両親 はカ ウンセ ラー の訪 問な どへ の非協 力 を続 け、2006年11月21日 の6か 月審 問(six-month

hearing)で は、未成年裁判所は親学講座 の受講 かその代替 な どを命 じた。2007年5A22日 に12か 月

審 問が開かれ、両親 は手続違反や管轄お よび保護の決 定に際 しての証拠不十分 な どを主張 して控訴

裁判所に上訴 した(B192601事 件お よびB195484事 件)。2007年11月20日 に控訴裁判所第2控 訴 区第

3部 は、手続違反の一つ を認 めて未成年裁判所 に事件 を差戻 したが、その手続 において特段 の要求

が出されなければ当初 の決定や命令 は復活す る との判決 を下 した(21)。

(3)就 学命令の 申立て

一方
、ジ ョナサ ンとメア リー ・グ レ0ス の2人 の子 どもの弁護 士は子 どもを代理 して、2人 を公

立学校 または伝統的な私立学校 に就学 させ る命令 を出す よ う申 し立てていた。 両親の側 は、子 ども

はロサ ンゼル ス市に所在す るサンラン ド・ク リスチャン ・スク0ル(SunlandChristianSchoo1)に 在

籍 してお り、そ この 自主学習プ ログラム を自宅 で母親 の指導の もとに受 けている と主張 した。サ ン

ラン ドは年 に4回 家庭訪 問を し、毎年テス トを してい ると証言 した。 しか し、母親が用いてい る と

主張す る教材 は古 く、1978-79年 のものであった(こ れは審理の途中で新 しい ものが使われるよ うに

なった)。

未成年裁判所は、2人 の了 どもが受 けているホームスクー リングは条件が悪 く、家庭 に置いてお
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くこ とは、家庭外の人 たち との接触や、了 どもの精神 的発達の機会 を失わせ るものであって望ま し

くない としなが らも、親 には 自分 の子 どもをホームスクー リングで教育す る憲法上の権利 がある と

判断 して、就学命令 の申立てを認 めなかった。 これに対 して2人 の了 どもの側 は、2人 を公立また

は私立 の学校 に在 籍 させ 実際 に通学 させ る命令 を出す こ とを未成年 裁判 所 に指 示す る特別令 状

(extraordinarywrit)を 求 めて、控訴裁 判所 に申立てを行 った(B192878事 件)(22)。

(4)控 訴裁判所の判断一原審 と再審

州控訴裁判所第2控 訴地 区第3部 は2008年2月28日 に、カ リフォル ニア州法 はホームスクー リン

グを認 めていない として申立てを認 め、未成年裁判所 に就学命令 を出す よ う指示す る判決 を下 した。

しか し、カ リフォル ニア州では他 の州 と同様、ホームスクー リングが広 く行 われてお り、ホーム

スクール団体 な どが抗議運動 を展開 した。父親 は再審(rehearing)を 申立て、サ ンラン ド ・ク リス

チャン ・スクールは当事者 としての参加 を申立てた。3月25日 に控訴裁判所 は、父親 に よる再審 申

立 てを認 める とともに、サ ンラン ド・ク リスチ ャン ・スクール に当事者 ではな く法廷助言者(amicus

curiae)と して意見書 を提 出す ることを認 めた。さらに州教育長(SuperintendentofPublicInstruction)

お よび州教育省(DepartmentofEducation)、 ロサ ンゼル ス統一学区、カ リフォル ニア教員協会は裁

判所の要請 によ り、州知事お よび州 司法長官や ホ0ム スク0ル 団体 な どは裁判所 の許可を得 て意見

書 を提出 した。提出 された法廷助言者の意見書 は16通 にのぼった。

再審の結果、控訴裁判所は2008年8.月8日 に、親 には 自分の子 どもをホ0ム スク0リ ングで教育

す る憲法上の権利 がある との未成年裁判所 の判断は誤 りであるが、①カ リフォルニア州法 において、

ホームスクー リングは私立学校 の一種 として認 め られ る、②州法に よって認 め られ るホームスクー

リングを保護措置中の子 どもの安全 を守 るために制限す るこ とは合憲 である、 と判断 した。

3.義 務教育法 と裁 判所の解釈

(1)カ リフオルニア州の義務教育法

① 就学義務 とその免除

一般に義務教育には
、教育義務型、就学義務型、国公 立学校就 学義務型の3つ の類型 が認 め られ

る とされ(23)、米 国の場合 は、就学義務制度下での例外的教育義務容認型 として、すべての州 の就学

義務法が、就学義務 を一般的に法定 しなが らも、特定の例外的な場合 に学校教育 に代 えての家庭教

育 を明文上法認 している と説明 され る(24)。

しか しなが ら、カ リフォル ニア州 の教育法典(EducationCode)を 詳細 に見 ると、次 のよ うにな

ってい る。同法典の第48200条 か ら第48341条 が 「義務教育法」(CompulsoryEducationLaw)で あ り、

第48200条 は、6歳 か ら18歳 までのすべての子 どもにつ いて フル タイ ムの教育 を義務 としてお り、子

どもには公立 のフル タイ ムの学校 に通学す ることを求め、保護者 には通学 させ るこ とを求めてい る

(したがって公立学校就学義務 が原則であ るとも言 える(25)。)。

一方
、i)私 立のフル タイムの学校で指導 を受 けている子 ども(同 法典第48222条)お よび、i)

教員資格 を有す る個人教 師(privatetutor)に 指導 を受けている子 ども(同 法典第48224条)は 、公

立学校就学義務が免 除 され る(26)。このほか、iii)公立学校 にお ける自主学習プ ログラム(independent

studyprogram)が 認 め られている(教 育法典第51745条)。

私立学校 について教育法典は次のよ うに規定 してい る(27)。あ らゆ る個人(person)、 企業(firm)、
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協会(association)、 組合(partnership)、 法人(corporation)が 私立学校 教育を提供で き、私 立学校

教育提供者 は、毎学年1度 、州教育長 に所 定の事項 を記載 した宣誓書(affidavit)を 提 出す ることが

求 め られている(教 育法典第33190条)。 公 立学校就学義務 の免 除を受 け られ る私立学校 の要件(同

法典第48222条)と しては、a)フ ル タイムの昼間の学校で あること、b)教 員 は 「教授能力 のある

者」(personscapableofteaching)と だけ定 め られてお り、州 の教員免許状(credential)は 求め られ

ていない。また、c)指 導 は英語で行 われな けれ ばな らない こと(例 外 あ り)、d)公 立学校 で教 え

られ ることが求 められ てい るい くつ かの学習分野 について指導 を提供 しなけれ ばな らない こと、e)

出席は学校 当局 によって出席 簿に記録 されなければな らない ことが規定 されている。公 立学校就学

義務の免 除は、教育委員会 の出席指導主事(attendancesupervisor)(28)が 前記の宣誓書が提 出 されて

いることを確認す ることによ り有効 にな る。

② 就学義務の履行 の確保

また、義務教育法は就学義務 の履行 の確保 について極 めて詳細 に規定 してい る(第48240条 ～第

48341条)。

1年 間 に3日 以上、正 当な理 由な く欠席 を した子 どもは怠学(truant)と され、 出席指導主事ま

たは学区教育長 に報告 され る(第48260条)。 報告は子 どもの親 に知 らされ、通学 が促 され る。怠っ

た場合には就学調査委員会(schoolattendancereviewboard)(29)に 送付 され、その指示 に従 わない場

合、親 は訴追 され ることがある(第48291条)。 未成年裁判所は怠学の回数に応 じた罰金 またはこれ

にかえて親教育(parenteducation)ま たはカ ウンセ リングプログラムへの参加 を命ず ることがで き

るほか、親 に対 して就学命 令 を出す こともでき、故意 に従わ なか った場合 には民事的裁判所侮 辱

(civilcontempt)(30)に 問われ る(た だ し就 学命令違反 の場合、拘禁 は適用 され ない)(第48293条)。

怠学の子 どもについては、その回数 に応 じて段階的に取扱いが定め られてお り、同一年 に4度 目の

場合 には未成年裁判所 の管轄 とな り、未成年裁判所の監督(ward)(31)を 受 ける(第48264.5条)。

米国の初等 中等教育では、子 どもに登校 を促 し卒業できるよ うにす ることが重要な政策課題 とな

ってお り、 このよ うに、就学命令 を含む就 学義務の履行 の確保 が図 られ ることになっているのであ

る。

(2)ホ ームスクー リングの合法性

前述の よ うに、親 が教員資格 を有す る個人教師 として実施す るホー ムス クー リングと、公立学校

の 自主学習 プログラム として、チャー タースクールが実施す る 自主学習 プログラム(32)であるホーム

スクー リングは、法的根拠が明確 である。 しか しなが ら、教員資格 を持たない親 が私立学校又はそ

の一部 として 自宅で 自分 の子 どもに対 して実施 してい るホームスクー リングについては、法的根拠

が明確 ではない(33)。本事件では、ホー ムスクー リングが公立学校 への就学義務 が免除 される私立学

校 に該当す るか どうかが争われた。

カ リフォルニア州 の就学義務 の沿革 をみ ると、1903年 に施行 され たカ リフォル ニア州 の義務教育

法(CompulsoryEducationLaw)で は、就学義務 の免 除事 由となる個人教師(privatetutor)に 教員免

許状が必要 とされてお らず、親 がなることができたため、明文でホー ムス クー リングが認 め られて

いた。 ところが1929年 の学校 法典(SchoolCode)制 定時 に、個人教師(privatetutor)に 教員資格

(credential)が 必要 とな り、親 が教員資格 を持 っていない限 りホームスクー リングは認 め られ な く

なった(34)。1953年 と1961年 の判例(35)は、ホームスクー リングは フル タイ ムの私立学校 に該 当せず 、
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就学義務 の免 除は認 め られ ない 旨の判断 を している(36)。現在 の教育法典(EducationCode)の 就学

義務 に関す る規定は1929年 の もの とほぼ同 じであ り、原審 は、1953年 及び1961年 の判例 を踏襲 した

ものであ る。

しか しなが ら現在 同州で実態 として行 われ てい るホームスクー リングは、親 または親 のグループ

が州教育長 あてに、毎学年 、私 立学校の宣誓書(affidavit)を 提出 して家庭が直接私立学校 になる形

や、宣誓書 を提出 して私立学校 となってい る学校 に在籍 して 自主学習 プログラムを受け るとい う形

で実施 され てい るものが多い(37)。行政解釈 も、再審 に提 出 された州知事お よび司法長官の意見書(38)

のよ うに、ホームスクー リングは私立学校 として実施す るこ とが可能 としている。

近年の立法 には、この ような実態 を反映 した ものがあ り、最 も典型 的な例は1998年(39)の 法律で改

正 された教育法典第44237条 である。この規定は、私立学校は犯罪記録のチェ ックのために、教職員

を採用す る際に、応募者 か ら指紋 の提出 を求めなければな らない とい うものであるが(同 条(a))、

例外 として、 自分の了 どものためにのみ教える親 には適用 しない としてい る(同 条(b)(4))。

この よ うなこ とか ら、再審は、立法者 の意思 はホームスクー リングを認 め るよ うになってお り、

ホ0ム スク0リ ングは私立学校 の一種 と解釈 され ると判 断 してい る。 この判 断は、 あくまで州法の

解釈 として行 われた ものである。親 は一般 的に子 どもの教育 を選択す る 自由がある とされ てい るが

(40)
、州 は教育 を規制す る広範 な権 限を有 し、就学義務 の内容 は制定法 である州法 の定 めに よるので

あ り、ホームスクー リングの可否 、要件 ・手続 について も州法の定めによるのである。

判例法主義 の伝 統をもつ米国の裁判所においては、制 定法の解釈 は文言の明 白な意味を尊重 して

行 われ る(plainmeaningrule)の が通例であ り、制定法の規定 も詳細 である。原審 は原則 的な厳格解

釈(strictconstruction)を した ものであ る。また この事件は児童保護事件 であるが、形式的には 「了

ども 対 未成年裁判所」、実質的には 「子 ども・児童福祉 当局 対 親」の対審構造であ り、原審 では、

当事者 か ら十分な論 点、根拠、証拠 が提出 され なかった ことも影響 した と考え られ る。

しか し、他 の条文や立法経過等 を参照 して 目的論的に解釈す ること(liberalconstruction)も 行わ

れ てい る。教育法典第2条 は、 この法典の規定 はその 目的を達成す るよ う解釈 されなけれ ばな らな

い と定めている。再審 は原審 と同 じ裁判官で構成 されているが、原審 と異な り、当事者 の主張の不

十分 さを法廷助言者 の活用 によって補い、また、現行 の制定法 を具体的な規定に表れた立法者の意

思 か ら解釈 した ものである。

なお、本件 のよ うに制定法 と運用 の実態に大 きな矛盾 が生 じて くるのは、米 国の立法が他 の法律

や 同 じ法律 の中の他 の規定 との整合性な どを十分整理 しないまま議員立法に よってのみ行 われ るた

めでもある と思われる。指紋採取条項にホームスクー リングの除外規定を設 ける1998年 の法改正 は、

ホームスクール団体の働 きかけによるもののよ うであ る㈲ 。

(3)保 護事件 にお ける未成年裁判所の就学命令 とホームスクー リングの関係

全米で数多いホ0ム スク0リ ング裁判の多 くは、就 学義務の履行 の確保 の際に争われた ものであ

るが、本件 は虐待か らの保護 の際に争われた ものであ り、また、未成年裁判所 が就学命令 を出 さな

かった ことに対す る救済 申立てである点で珍 しいケースである。

原審は、ホームスクー リングは制定法上認 め られない ことか ら、当然 に就 学命令 を出すべ き事例

であると判 断 した。再審では、ホ0ム ス クー リングが合法 であるとしたため、保護命令 との関係 が

論点 となるが、子 どもの保護 は州 の義務であ り、保護事件 において子 どもの健康 と安全 のためにホ

ー ムス クー リングを制 限す ることは、厳格 な審査(strictscrutiny)(42)を 採用 して も、合憲である と
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判断 した。

この判 断は、仮に私立学校 としての州法の要件 を満 た したホームスクー リングであって も、子 ど

もの保護 のために必要 な場合には制 限 され ることを意味す る。本件再審の結果 に基づけば、未成年

裁判所は問題 のホ0ム スク0リ ングが義務教育法上の要件 を満 た してい るか ど うかについて判断す

るこ とな く、保護 のために必要である と判 断すれば就 学命令 を出せ るこ とになる。

なお、問題 のホ0ム スク0リ ングが要件 を満 た していないのであれ ば、義務教育法に よる就学命

令 な どの就学義務履行 の確保 の手続 を とることもで きることにな る。

4.本 件が提起す る課題

(1)就 学義務の役割

本件判決 による差戻 し審 において未成年裁判所か ら就学命令が出 され、2人 の了 どもが定期的に

通学す ることになれば、虐待 の防止や早期発 見 ・対処 に大 きな効果 があるであろ う。しか しなが ら、

未成年裁判所は控訴裁判所の再審 中に2人 の子 どもの300条 保護 を終 了 させ る判断 を行 っている(43)。

これ に対 して異議 の 申立 てがな され てい るが、終了の判 断が覆 らない場合、本件 は具体的な事件の

対処の効果 はな く、一般的な法解釈 を宣言す る効果のみを有す ることとな る。

300条 保護 事件 としては終 了 した場合 でも、問題のホームスクー リングが州法 の要件 を満 た してい

るか どうかを当局が判 断 し、満 た していない場合は就 学義務の履行 の確保 の手続 を とるのが本来で

あろ う。

しか しなが らカ リフォルニア州 では、怠学に対 しては取組が継続 して行われ てい るが、ホームス

ク0リ ングの主張があった場合 には、厳格 な対応が とられ てこなかったよ うである。ホームスクー

ル法的擁護協会(HomeSchoolLegalDefenseAssociation,HSLDA)は 、1986年 のサンタ ・マ リア市裁

判所(SantaMariaMunicipalCourt)の 決定(44)によってカ リフォル ニア州でホームスクー リングが認

め られ るよ うになった としている。 この決 定に先例性 がある とは言 えず、判例 はあ くまで1953年 と

1961年 の控訴裁判所 のものであったが、教育行政 当局はその後ホームスクー リングを事実上認 めて

きたのではないか と思 われ る。本件 の直接 的効果は、立法 の不備 を補い、 このよ うな状態 を追認 し

たこ とに留 まるであろ う。

しか し本判決は、立法 が明示 的でない ことによ り、ホー ムス クー リングに対す る客観 的な基準や

監督 をほ とん ど欠 く結果 となっている とし、い くつかの州 のホームスクー リングに対す る事前承認

や報告書提 出の制度 を紹介 し、すべ ての子 どもの教育の責任 を州 に負 わせているカ リフォル ニア州

憲法第9条 第1節 を考慮す ると、 この分野の法律 に明確 な規定が加 え られ ることが有益であろ うと

述べている(165Cal.App.4th1106-7)。

就学義務 は、子 どの教育 について州憲法の定 める州 の責任 を実現す るために州法 によって定 め ら

れてお り、就学義務 とその免 除は、子 どもの教育 についての責任 が果 た されているか ど うかの観 点

か ら判断 され るべき ものであろ う。就学義務 は教育に関す る子 どもの最善の利益や権利 を守 る役割

を果た しうる と考え られ るのであ り、今後、本判決が指摘す るよ うに、就学義務 の免 除要件 として

のホームスクー リングの要件を改めて整 理 し、就学義務 の履行の確保 をすべき場合か ど うかを再検

討す ることが課題 となって くるのではないだろ うか。
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(2)ホ ームスクー リングの要件

米国のホー ムス クー リングは、①州議会による立法によって、就学義務 を定めてい る州法 にホ0

ムスクー リングを認 める条項(ホ ームスクー リング法)が 新設 され るか、②裁判所 の判決 に よって、

ホ0ム スク0リ ングが州法 に定めるa)「 他 の適切 な方法」といった一般的事由に該 当す ると判断 さ

れ る、または、b)私 立学校 に該 当す ると判 断 され る、 とい った方法 で各州 に普及 してきた。

また、就学義務を履行 しているか どうかの挙証責任 について、かつ ては親側 にあったのが次第に

当局側 にある とされ、また、教員資格 を不要 とす る方向に要件が緩和 されてきた。 この よ うなホー

ムスク0リ ングの要件 の緩和や撤廃 は、主 として宗教右派 のホームスクール 団体 の運動によって進

んできた ものである(本 図、宮井)(45)。 運動団体 は親の教育権 を極端 なまで に絶対視 し、州 の権限

を認 めず 、教育 当局の関与 を一切拒否す る無条件のホームスクー リングを求めてきた。 た とえばホ

ー ムス クー リング開始 時の届出です ら不要にす ることが望 ま しい と考 えてい るよ うであ り、その よ

うな解釈運用 を行っている州 もある。カ リフォルニア州 の場合は、私立学校 の要件が もともと緩や

かであるためにホームスクー リングも該当 させやす く、毎年の届 出のほかホームスクー リングの要

件 も緩や かである。

しか しなが ら、親 の権利 を絶対視す ることは、州の権 限 との関係 で問題 になるだけでな く、子 ど

もの権利 との関係 で も問題 を生 じる場合があるこ とに も留意す る必要 があろ う。

かつては、就学義務履行の形式 的な要件 は満 た していない場合 で も、宗教上または教育上 の信念

に基づ く強固な意志 と能力 を持 つ親 がホ0ム スク0リ ングを主張 していた といえるが、現在 のよ う

にホ0ム スク0リ ングが増 えて くる と、十分 な能力のないままにホー ムス クー リングと称 し、子 ど

もの権利 が十分 に保 障 されない事例 も現れ るようになってい る。怠学や放置をホームスクー リング

の名の もとに正 当化 してい る事例 が見 られ るとも言われ てい る。

本件に類似 した事件 としては、2002年 にネ ブラスカ州 の控訴裁判所 において、ホームスクー リン

グの親 が適切 な教育を しなかった ことは子 どもの放置にあたるとした判決(InreInterestofRebekah

T.,654N.W.2d744)が 出 されている(46)。また、夫婦間の争いにおいて、母親 がホ0ム スク0リ ン

グを主張 し、父親 が公 立学校 への就学 を主張 した事例 であるが、2004年 のル イジアナ州 の控訴裁判

所判決(DonnaG.R.v.JamesB.R.,877So.2d1164)は 、当該母親 に よるホームスクー リングは子 ど

もの最善の利益 にな らない としている(47)。

(3)子 どもの最善の利益

不適切 なホームスクー リングは子 どもの最善 の利益 に合致 しないばか りでな く、子 どもの権利 を

侵害す る場合 もある。 このよ うな場合 に、制度上、運用上 どの よ うに対応 す るべ きかが新 たな課題

となろ う。 この点につ いては、まず 、虐待や放置な どの問題 を抱える家庭の子 どもに対 し、裁判所

が就学を命 じることは、親子分離や親権喪失 の前段階にお ける制約 の小 さい手段 として、問題の解

決 に有効 だ と考 えられ る。子 どもが学校に行 きたい と思ってい る場合 な どは、親 が登校禁止 を強要

までは していな くとも、ネ グ レク トに該 当す るであろ う。 また、そ こまで至 らな くとも、子 どもの

最善の利益 のために学校 に就学 させ ることが必要な場合 も多いであろ う。

ホームスクー リング も純粋 な形態 だけでな く、パー トタイム就 学な どの公 的支援が増えてい るこ

とは、ホームスクー リングの欠 点を補 うのに適 してい ると考 え られ る(48)。米国社会がホ0ム スク0

リングを否定す る方 向に戻 るとは考 えにくいが、少な くとも適切 でないホームスクー リングについ

ての対処を考 えるべき時期 に来ているのではないだ ろ うか。

203



その際、考慮 されるべ きは了 どもの最善の利益iであ る。就学義務 とその免 除は、州の権 限 と親の

権利の対立で論 じられ てきたが、 これ に子 どもの権利 、利益 を加 えた3者 のバ ランスが考慮 され る

べ きである。 も ともと義務教育法 も児童福祉法 もその法 的理念は、少年法 と同法、弱い立場 にある

者 の権利 を州 が保護す る とい う、パ レンス ・バ トリエ(parenspatriae)の 法理 に基づ くものである。

この法理 は、適正手続 な どの法理に よって修正 されて きているが、現在 なお、義務教育、児童福祉、

少年司法に共通 して根拠 とされている。子 どもに関す るこの3つ の分野が相互 に連携 す る必要性が

高 まっている と考え られ る。

おわ りに

米国の就学義務制度 の基本的枠組み としては、州法 と判例 によるその解釈 が就学義務制度 の基本

であるとともに、アー ミッシュ免 除のよ うに連邦憲法 とそれ に関連す る判例 が重要な法源 になって

いる。また、州 によって相 当異なる制度 ・運用 となってお り、私立学校制度や児童福祉 ・司法 との

関係 も重要 である。 さらに本件 のよ うなホームスクー リング制度 のほか、不登校 の対策 、特別支援

教育 との関係 も重要である。

本件 は、米 国の就学義務制度 とその運用の実例の一つ として紹介 したものであ り、制度全体の枠

組みの整理 については、他 日を期 したい。
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裁 金 が科 せ られ る(カ リフォル ニ ア 州 民事 手 続 法典(CodeofCivilProcedure)第1209条 ～1222条)。

(31)福 祉 ・施 設 法典 第601条

(32)教 育 法 典 第47612.5条(b)。 な お 、Kemereretal.,p.27は 、 カ リフ ォル ニ ア州 で は公 立学 校 で あ る チ ャー タ ー ス クー ル

の3分 の1が オ ン ライ ンや オ ンサ イ トのnonclassroom-basedinstructionを 提 供 して い る と して い る。CalifbrniaVirtual

Academies(CAVA)は そ の 一つ で あ る。

(33)Kemereretal.,p.38は 、教 育 法 典 が私 立学 校 に求 めて い る要件 をホ ー ム ス クー リング が満 た す 見込 み が な い こ とは 明

206



カ リフ ォル ニア州 の児 童保護 事 件:ホ ー ム ス クー リン グ と未成 年裁 判所 の就 学命 令

らか で あ る と して い る。

(34)165Cal.App.4th1095-6

(35)カ リフォ ル ニ ア州 控 訴裁 判 所 は 、1953年 の ターナ ー 事 件(Peoplev.Turner,121CaLApp.2dSupp.861)及 び1961年

の シ ン事 件(lnreShinn,195Cal.App.2d683)に お い て 、ホ ー ム ス クー リング は フル タ イ ムの 私 立 学校 で はな い と判 示 。

(36)165Cal.App.4th1094

(37)前 者 の場 合 、家 庭 が 私 立学 校 と して州 法 の 要件 を満 た して い るか ど うか の 問題 が あ り、 後 者 の場 合 、 在籍 す る私 立

学校 は ア ンブ レラ(umbrella)ま た は カバ ー(cover)ス ク ール と呼 ばれ 、 自主学 習 が 認 め られ てい るか ど うかが 問 題 に

な るが、 本 件 で は具 体 には論 じ られ て い な い。

(38)州 知 事 及 び州 司法 長 官 に よ る意 見 書 は 、知 事 室 の ホー ム ペ ー ジで 公 開 され てい る。

http://gov.ca.gov/pdf/press/051908Brief.pdf

(39)州 知 事 お よび州 司法 長官 の意 見 書 が1986年 と してい るの は誤 りだ と思 われ る。1986年 に も同趣 旨 の法案 が提 出 され

て い る が、 成 立 した もの に は含 まれ て い な い(165Cal.App.4thlO98)。

(40)1925年 の ピア ス対 シス ター ズ協 会 事件 連 邦 最 高裁 判 所 判決(Piercev.SocietyofSisters,268U.S.510)は 、私 立 学校

へ の 通 学 を就 学 義務 の免 除 要件 か ら外 した1922年 のオ レゴ ン州 法 を連 邦 憲 法 修 正 第14条 の 適 正 手 続 条 項 違 反 と した 判

例 で あ るが 、 そ の 中で 親 に子 どもの 教 育 を選 択 す る 自由が あ るこ とにつ い て述 べ て い る。 しか しそ の後 の 連 邦裁 判 所 の

判 例 は、 親 の 権利 を ホー ム ス クー リング に まで は及 ぼ して い な い。

(41)165Cal.App.4th1098,footnote27

(42)「 厳 格 な 審査 」 とは 、権 利 を制 限す る法 律 は 、や む に や まれ ない 公 の利 益(compellingstateinterest)を 達 成 す るた

めの 、必 要 最 小 限度 の制 限 で な けれ ば な らない とい う、 合 憲性 の審 査 基 準 の こ とをい う。 ただ し この判 例 は 、州 法 上 の

ホ ー ム ス クー リン グ の権利 を制 限す る こ との合 憲性 の判 断 に 、厳 格 な審 査 が必 要 だ と した もの で は な い。

(43)165Cal.App.4th1089,footnote15

(44)こ の事 件 は 判 例集 に登 載 され てい ない 。 な お市 裁 判所(MunicipalCourt)は 、簡 易 な事 件 に管 轄 が制 限 され た 裁 判 所

で あ り、 わ が 国 の簡 易 裁判 所 に相 当す る も ので あ っ たが 、1998年 に上 級裁 判 所 に統合 され た 。

(45)ホ ー ムス クール 団体 の 一つ で あ るホ ー ムス クール 法 的 擁護 協 会 は、 ホ ー ム ス クー リン グ家 族 の利 益 を代表 して 裁 判

支援 を行 って い る ほ か、連 邦や 各 州 の議 会 に対 して も ホー ム ス クー リン グを容 易 にす る立 法 の働 き か けや 、 ホー ムス ク

ー リン グ の制 限 とな る法律 ・法 案 に対 す る改 正 ・反 対 運 動 な どを行 って い る
。

(46)Alexander&Alexander,2008,pp.330-334

(47)Gerstein&Gerstein,2007,p.423

(48)パ ー トタイ ム就 学 につ い て判 例 は 否 定 的 で あ るが(1998年 の 連 邦控 訴 裁 判所 判 例 、Swansonv.GuthrieIndependent

SchoolDistrict,135F.3d694)、 これ は州 法 が規 定 す べ き事 柄 で あ る こ と に よる。 なお 、パ ー トタイ ム就 学 を認 め て い な

い 州や 学 区の 場合 、公 立 学校 のみ の 対外 運 動 競 技 に私 立 学 校 を加 え るか ど うか とい う問題 や 、 生徒 数 に対応 した予 算 措

置 の 問題 な どが背 景 に あ る と思 われ る。

(受理 日:平 成21年3月4日)
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